
市町村４－１

調査表４－１

市区町村別集計項目（推進体制等）
市区町村数 60

無 無

条例名称 公布日 施行日

現
在
の
状
況

計画名称

女性
活躍
推進

法との
関係

現在
の

状況

42 52 51 59

40 100 北九州市
総務局女性の輝く社会推
進室

1 1 1 1
北九州市男女共同参画社会の形成の
推進に関する条例

平成14年3月28日 平成14年4月1日 第４次北九州市男女共同参画基本計画 令和元年度 ～ 令和5年度 1

40 130 福岡市 市民局男女共同参画部 1 1 1 1 福岡市男女共同参画を推進する条例 平成16年3月29日 平成16年4月1日 福岡市男女共同参画基本計画（第３次） 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

40 202 大牟田市 人権・同和・男女共同参画課 1 2 1 1 大牟田市男女共同参画推進条例 平成18年1月4日 平成18年4月1日 第3次おおむた男女共同参画プラン 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

40 203 久留米市 協働推進部男女平等政策課 1 1 1 1 久留米市男女平等を進める条例 平成14年9月30日 平成15年4月1日
第３次久留米市男女共同参画行動計画・
第２期実施計画

平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

40 204 直方市 文化・スポーツ推進課 2 1 1 1 直方市男女共同参画推進条例 平成15年7月11日 平成15年7月11日 第3次のおがた男女共同参画プラン 平成30年4月 ～ 令和10年3月 1

40 205 飯塚市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 飯塚市男女共同参画推進条例 平成19年7月10日 平成19年10月1日 第2次飯塚市男女共同参画プラン 平成29年4月 ～ 令和9年3月 1

40 206 田川市 男女共同参画推進室 1 1 1 1 田川市男女共同参画推進条例 平成16年7月5日 平成16年8月1日 第２次田川市男女共同参画プラン 平成29年4月1日 ～ 令和9年3月31日 1

40 207 柳川市 人権・同和対策室 1 2 1 1 柳川市男女共同参画推進条例 平成29年7月5日 平成29年7月5日 第3次柳川市男女共同参画計画 平成29年4月 ～ 平成34年3月 1

40 210 八女市
人権・同和政策・男女共同
参画推進課

1 2 1 1 八女市男女共同参画のまちづくり条例 平成16年3月23日 平成16年4月1日 第4次八女市男女共同参画行動計画 平成28年度 ～ 令和2年度 0

40 211 筑後市 男女共同参画推進室 1 1 1 1 筑後市男女共同参画推進条例 平成21年3月31日 平成21年4月1日 第５次筑後市男女共同参画計画「ひろがり４」 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

40 212 大川市 企画課 1 2 1 1 大川市男女共同参画推進条例 平成30年3月28日 平成30年4月1日
第２次大川市男女共同参画計画後期実
施計画

平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

40 213 行橋市 総合政策課 1 2 0 1 行橋市男女共同参画を推進する条例 平成15年12月24日 平成16年4月1日 第3次行橋市男女共同参画プラン 平成27年4月1日 ～ 令和7年3月31日 0

40 214 豊前市 人権男女共同参画室 1 1 1 1 豊前市男女共同参画推進条例 平成22年3月25日 平成22年4月1日 第２次豊前市男女共同参画行動計画 平成29年4月1日 ～ 令和9年3月31日 1

40 215 中間市 人権男女共同参画課 1 1 1 1 中間市男女共同参画推進条例 平成25年9月27日 平成25年10月1日 中間市男女共同参画プラン 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

40 216 小郡市 総務広報課 1 2 1 1 小郡市男女共同参画推進条例 平成19年12月21日 平成20年4月1日 第２次小郡市男女共同参画計画 平成26年2月 ～ 令和6年3月 0

40 217 筑紫野市 人権政策・男女共同参画課 1 2 1 1 筑紫野市男女共同参画推進条例 平成17年10月18日 平成18年4月1日 第3次ちくしの男女共同参画プラン 平成30年4月1日 ～ 令和10年3月31日 1

40 218 春日市
人権男女共同参画課人権
男女共同参画担当

1 1 1 1 春日市男女共同参画を推進する条例 平成18年12月12日 平成18年12月12日 第３次春日市男女共同参画プラン 平成28年4月 ～ 令和3年3月 1

40 219 大野城市 人権男女共同参画課 1 1 1 1 大野城市男女共同参画条例 平成18年3月30日 平成18年4月1日 大野城市男女共同参画基本計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

40 220 宗像市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 宗像市男女共同参画推進条例 平成16年3月31日 平成16年4月1日 第２次宗像市男女共同参画プラン 平成23年4月 ～ 令和3年3月 0

40 221 太宰府市 人権政策課 1 1 1 1 太宰府市男女共同参画推進条例 平成17年12月21日 平成18年4月1日 第2次太宰府市男女共同参画後期プラン 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

40 223 古賀市 人権センター 1 2 1 1 古賀市男女平等をめざす基本条例 平成16年12月21日 平成17年4月1日
第２次古賀市男女共同参画計画後期実
施計画

平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

40 224 福津市 男女共同参画推進室 1 1 1 1
福津市男女がともに歩むまちづくり基
本条例

平成17年1月24日 平成17年1月24日 第２次男女共同参画プラン・ふくつ 平成29年4月1日 ～ 令和9年3月31日 1

40 225 うきは市 男女共同参画推進室 1 1 1 1 うきは市男女共同参画推進条例 平成18年6月30日 平成18年6月30日 第2次うきは市男女共同参画基本計画 平成28年4月 ～ 令和8年3月 0

40 226 宮若市
宮若市保護人権課人権福
祉係

1 2 1 0 0 第２次宮若市男女共同参画基本計画 平成30年度 ～ 令和9年度 1

40 227 嘉麻市 男女共同参画推進課 1 1 1 1 嘉麻市男女共同参画推進条例 平成22年6月20日 平成22年12月28日 嘉麻市男女共同参画社会基本計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

40 228 朝倉市 総合政策課 1 2 1 1 朝倉市男女共同参画のまちづくり条例 平成19年12月28日 平成20年4月1日 第3次朝倉市男女共同参画推進計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

40 229 みやま市 人権・同和対策室 1 2 1 1 みやま市男女共同参画推進条例 平成27年3月27日 平成27年4月1日 みやま市男女共同参画基本計画 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 0

40 230 糸島市 人権・男女共同参画推進課 1 2 1 1 糸島市男女共同参画社会推進条例 平成22年3月31日 平成22年4月1日 第2次糸島市男女共同参画社会基本計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

40 231 那珂川市 人権政策課 1 1 1 1 那珂川市男女共同参画推進条例 平成17年3月7日 平成17年4月1日
第２次那珂川町男女共同参画プラン後期
基本計画

平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

40 341 宇美町 まちづくり課 1 2 0 1 宇美町男女共同参画推進条例 平成29年12月29日 平成29年12月29日 第3次男女共同参画うみプラン 平成30年4月 ～ 令和5年3月 1

40 342 篠栗町 まちづくり課 1 2 0 0 0 篠栗町男女共同参画計画 平成29年度 ～ 令和3年度 0

40 343 志免町 まちの魅力推進課 1 2 1 1 志免町男女共同参画推進条例 平成26年3月25日 平成26年4月1日 第2次志免町男女共同参画行動計画 平成27年4月 ～ 令和7年3月 1

40 344 須恵町 まちづくり課 1 2 0 0 2 須恵町男女共同参画計画 平成31年4月1日 ～ 令和10年3月31日 1

40 345 新宮町 人権推進室 1 2 0 1 新宮町男女共同参画推進条例 平成26年3月24日 平成26年3月24日 第2次新宮町男女共同参画基本計画 令和元年度 ～ 令和5年度 1
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40 348 久山町 総務課 1 2 0 0 0 久山町男女共同参画基本計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

40 349 粕屋町 協働のまちづくり課 1 2 0 1 粕屋町男女共同参画推進条例 平成27年12月25日 平成27年12月25日 粕屋町男女共同参画計画 令和2年4月1日 ～ 令和7年3月31日 1

40 381 芦屋町 生涯学習課 2 2 0 1 0 第２次芦屋町男女共同参画推進プラン 平成25年4月 ～ 令和5年3月 0

40 382 水巻町 地域づくり課 1 2 1 1 0 第3次みずまき男女共同参画プラン 平成31年4月1日	 ～ 令和11年3月31日		 1

40 383 岡垣町 福祉課 1 2 1 1
岡垣町男女共同参画ーともに支えあ
い、ともに輝くーまちづくり条例

平成16年3月25日 平成16年3月25日 岡垣町第２次男女共同参画基本計画 平成21年4月 ～ 令和3年3月 1

40 384 遠賀町 福祉課 1 2 1 1 遠賀町男女共同参画推進条例 平成24年12月19日 平成25年4月1日 第3次遠賀町男女共同参画社会推進計画 令和2年4月1日 ～ 令和12年3月31日 1

40 401 小竹町 総務課 1 2 0 0 0 小竹町男女共同参画計画 平成31年度 ～ 令和5年度 1

40 402 鞍手町 福祉人権課 1 2 1 1 鞍手町男女共同参画推進条例 平成20年12月18日 平成21年4月1日 第3次鞍手町男女共同参画基本計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

40 421 桂川町
健康福祉課　高齢者・女
性係

1 2 0 0 桂川町男女共同参画推進条例 平成29年3月24日 平成29年3月24日 桂川町男女共同参画基本計画 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

40 447 筑前町 企画課 1 2 1 1 筑前町男女共同参画推進条例 平成18年3月14日 平成18年4月1日 第３次筑前町男女共同参画プラン 平成28年度 ～ 令和2年度 1

40 448 東峰村 住民税務課 1 2 1 1 東峰村男女共同参画のむらづくり条例 平成22年1月6日 平成22年4月1日 第3次東峰村男女共同参画のむらづくり計画 令和2年度 ～ 令和6年度 1

40 503 大刀洗町 地域振興課 1 2 0 1 大刀洗町男女共同参画推進条例 平成21年12月28日 平成22年4月1日 大刀洗町男女共同参画計画 平成23年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

40 522 大木町 企画課 1 2 1 1
大木町男女が認め合い社会参画を推
進する条例

平成30年12月6日 平成31年4月1日 第2次大木町男女共同参画計画 平成30年4月1日 ～ 令和5年3月31日 1

40 544 広川町 協働推進課 1 2 1 1 広川町男女共同参画推進条例 平成26年12月9日 平成27年4月1日 1

40 601 香春町 総務課 1 2 0 1 香春町男女共同参画推進条例 平成20年10月1日 平成20年10月1日 香春町男女共同参画基本計画 平成31年4月 ～ 令和6年3月 1

40 602 添田町 総務課 1 1 1 1 添田町男女共同参画推進条例 平成22年12月20日 平成22年12月20日 第2次添田町男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 1

40 604 糸田町 総務課 1 2 1 1 男女共同参画推進条例 平成18年9月20日 平成18年9月20日 第３次糸田町男女共同参画基本計画 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

40 605 川崎町 人権推進課 1 2 1 1 川崎町男女共同参画推進条例 平成21年9月21日 平成21年10月1日 第２次川崎町男女共同参画プラン 平成28年4月1日 ～ 令和3年3月31日 1

40 608 大任町 総務企画財政課 1 2 0 1 大任町男女共同参画推進条例 平成22年12月20日 平成22年12月20日 第2次大任町男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 平成34年3月 1

40 609 赤村 総務課　企画調整係 1 2 0 1 赤村男女共同参画のむらづくり条例 平成23年3月15日 平成23年4月1日 赤村男女共同参画基本計画 平成29年4月 ～ 令和4年3月 0

40 610 福智町 総務課 1 2 0 1 福智町男女共同参画推進条例 平成21年3月12日 平成21年6月1日 第２次福智町男女共同参画基本計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 0

40 621 苅田町 総務課 1 2 1 1 苅田町男女共同参画推進条例 平成19年6月20日 平成19年7月1日 第２次苅田町男女共同参画行動計画 平成25年4月 ～ 令和5年3月 1

40 625 みやこ町 総務課人権男女共同参画室 1 2 0 0 みやこ町男女共同参画推進条例 平成23年3月14日 平成23年3月14日 第2次男女共同参画基本計画 平成30年3月 ～ 令和9年3月 1

40 642 吉富町 住民課 1 2 1 1 0 第２次吉富町男女共同参画基本計画 平成31年4月1日 ～ 令和6年3月31日 1

40 646 上毛町 住民課 1 2 0 0 2 上毛町男女共同参画基本計画 平成26年4月1日 ～ 令和6年3月31日 0

40 647 築上町 人権課 1 1 0 1 築上町男女共同参画推進条例 平成21年9月18日 平成21年9月18日 第2次築上町男女共同参画推進基本計画 平成29年4月1日 ～ 令和4年3月31日 1

＜選択肢回答＞
所属 庁内連絡会議 男女共同参画に関する条例 男女共同参画に関する計画
１　首長部局 １　有 現在の状況 女性活躍推進法の推進計画との関係
２　教育委員会 ０　無 １　令和３年３月末までの制定を目途に検討中 １　一体

２　令和３年度以降の制定を目途に検討中 ０　一体でない
事務所掌 諮問機関 ３　その他
１　男女共同参画・女性等を名称に冠した専管課 １　有 ０　検討していない 現在の状況
２　１ではない ０　無 １　策定に向け検討中

０　策定予定がない、検討していない
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調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．１

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
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18 5 13 13 4 1 14 3 1

40 100 北九州市 北九州市立男女共同参画センター ムーブ 803-0814 北九州市小倉北区大手町11-4 093-583-3939 093-583-5107 http://kitakyu-move.jp/ ○ ○ ○

40 130 福岡市
福岡市男女共同参画推進セン
ター

アミカス 815-0083 福岡市南区高宮3丁目3-1 092-526-3755 092-526-3766
https://www.city.fukuoka.lg.jp/
amikas/

○ ○ ○

40 202 大牟田市 大牟田市男女共同参画センター 836-0862 大牟田市原山町13-3 0944-41-2611 0944-41-2869 http://www.city.omuta.lg.jp ○ ○ ○

40 203 久留米市 久留米市男女平等推進センター 830-0037 福岡県久留米市諏訪野町1830‐6 0942-30-7800 0942-30-7811
https://www.city.kurume.fukuo
ka.jp/1500soshiki/9034danjo-
c/

○ ○ ○

40 204 直方市 直方市男女共同参画センター 822-0026 福岡県直方市津田町7番20号 0949-25-2244 0949-25-2229
https://www.city.nogata.fukuo
ka.jp/shisei/_1242/_2793/_270
7.html

○ ○ ○

40 205 飯塚市
飯塚市男女共同参画推進セン
ター

サンクス 820-0041 飯塚市飯塚14番67号 0948-22-7058 0948-22-3609
https://www.city.iizuka.lg.jp/da
njyo/kurashi/danjo/sunkusu.ht
ml

○ ○ ○

40 206 田川市 田川市男女共同参画センター ゆめっせ 826-0032 福岡県田川市平松町３番３６号 0947-85-7134 0947-44-0888
http://www.joho.tagawa.fukuok
a.jp/

○ ○ ○

40 207 柳川市

40 210 八女市

40 211 筑後市

40 212 大川市

40 213 行橋市

40 214 豊前市 ハートピアぶぜん 828-8501 福岡県豊前市大字吉木９５５番地 0979-82-0509 0979-82-0509
http://www.city.buzen.lg.jp/sis
etu/roudousya/ha-
topiabuzen.html

○ ○ ○

40 215 中間市

40 216 小郡市

40 217 筑紫野市 筑紫野市女性センター 818-0057 福岡県筑紫野市二日市南1-9-3 092-918-1311 092-921-8666

https://www.city.chikushino.fu
kuoka.jp/soumubu/danjokyodo
-sankakusuisinka/josei-
center.html

○ ○ ○

40 218 春日市
春日市男女共同参画・消費生活
センター

じょなさん 816-0806 福岡県春日市光町１丁目７３番地 092-584-1201 092-584-1181
http://www.city.kasuga.fukuok
a.jp/

○ ○ ○

40 219 大野城市
大野城まどかぴあ男女平等推進
センター

アスカーラ 816-0934 福岡県大野城市曙町２－３－１ 092-586-4030 092-586-4031
http://www.madokapia.or.jp/da
njo_byodo/

○ ○ ○

40 220 宗像市
宗像市男女共同参画推進セン
ター

ゆい 811-3437 福岡県宗像市久原180 0940-36-0250 0940-36-0269
https://city.munakata.lg.jp/ma
p/220/030/201501210137.ht
ml

○ ○ ○

40 221 太宰府市
太宰府市男女共同参画推進セン
タールミナス

ルミナス 818-0102 福岡県太宰府市白川2番2号 092-925-5404 092-925-5404 http://dazaifu-ruminas.jp/ ○ ○ ○

40 223 古賀市

40 224 福津市

40 225 うきは市 うきは市男女共同参画センター だんだん 839-1401 うきは市浮羽町朝田582-1 0943-77-2661 0943-77-2681
http://ukiha-danjyo-
dandan.com/

○ ○ ○

40 226 宮若市

福岡県

男女共同参画・女性のための総合的な施設(令和2年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理



市町村４－２

愛称・通称 郵便番号 住所 電話番号 ＦＡＸ番号 ホームページ
単
独

複
合

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

直
営

指
定
管
理
者

そ
の
他

男女共同参画・女性のための総合的な施設(令和2年4月1日現在で開設済の施設)都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

名称

事業運営

施設
形態

管理・運営主体

所在地等 施設管理

40 227 嘉麻市

40 228 朝倉市 朝倉市男女共同参画センター あすみん 838-1592 朝倉市杷木池田４８３－１ 0946-28-7595 0946-63-3569
http://www.city.asakura.lg.jp/
www/genre/0000000000000/
1000000000141/index.html

○ ○ ○

40 229 みやま市

40 230 糸島市
糸島市男女共同参画センター　ラ
ポール

ラポール 819-1123 福岡県糸島市神在1048番地1 092-324-2800 092-324-2800
https://www.city.itoshima.lg.jp
/s019/010/010/010/010/inde
x.html

○ ○ ○

40 231 那珂川市
那珂川市男女共同参画推進セン
ター

あいなか 811-1292 福岡県那珂川市西隈1丁目1番1号 092-953-2211 092-953-0688 http://www.city.nakagawa.lg.jp ○ ○ ○

40 341 宇美町

40 342 篠栗町

40 343 志免町

40 344 須恵町

40 345 新宮町

40 348 久山町

40 349 粕屋町

40 381 芦屋町

40 382 水巻町

40 383 岡垣町

40 384 遠賀町

40 401 小竹町

40 402 鞍手町

40 421 桂川町

40 447 筑前町 筑前町男女共同参画センター リブラ 838-0816 福岡県朝倉郡筑前町新町440番地 0946-22-3996 0946-23-1533
https://www.town.chikuzen.fu
kuoka.jp

○ ○ ○

40 448 東峰村

40 503 大刀洗町

40 522 大木町

40 544 広川町

40 601 香春町

40 602 添田町

40 604 糸田町

40 605 川崎町

40 608 大任町

40 609 赤村

40 610 福智町

40 621 苅田町

40 625 みやこ町

40 642 吉富町

40 646 上毛町

40 647 築上町



市町村４－２ (2)

調査表４－２

市区町村別集計項目（総合的な施設）Ｎｏ．２　 福岡県

常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

18 17 18 18 17 7 12 7 1 6

40 100 北九州市 北九州市立男女共同参画センター 平成7年7月1日 19 0 278,207 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 利用者を対象とした託児サービスの実施

40 130 福岡市 福岡市男女共同参画推進センター 昭和63年11月2日 9 14 108,688 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 地域の男女共同参画推進組織の支援

40 202 大牟田市 大牟田市男女共同参画センター 平成4年4月1日 2 1 5,050 ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 203 久留米市 久留米市男女平等推進センター 平成13年5月1日 14 1 17,552 ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 204 直方市 直方市男女共同参画センター 平成24年4月1日 3 1 6,572 ○ ○ ○ ○ ○

40 205 飯塚市 飯塚市男女共同参画推進センター 平成8年4月1日 1 1 3,217 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 206 田川市 田川市男女共同参画センター 平成10年4月1日 3 4 6,279 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 207 柳川市

40 210 八女市

40 211 筑後市

40 212 大川市

40 213 行橋市

40 214 豊前市 ハートピアぶぜん 平成23年4月1日 0 4 4,404 ○ ○ ○ ○ ○

40 215 中間市

40 216 小郡市

40 217 筑紫野市 筑紫野市女性センター 平成13年5月1日 3 2 8,096 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 218 春日市
春日市男女共同参画・消費生活
センター

平成24年3月1日 5 0 2,501 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 男女共同参画自主研修支援事業

40 219 大野城市
大野城まどかぴあ男女平等推進
センター

平成8年7月27日 6 3 15,841 ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 220 宗像市 宗像市男女共同参画推進センター 平成10年1月22日 4 3 3,292 ○ ○ ○ ○

40 221 太宰府市
太宰府市男女共同参画推進セン
タールミナス

平成28年4月1日 3 6 12,596 ○ ○ ○ ○ ○ 託児室運営

40 223 古賀市

40 224 福津市

40 225 うきは市 うきは市男女共同参画センター 平成23年4月1日 3 0 9,228 ○ ○ ○ ○

40 226 宮若市

40 227 嘉麻市

40 228 朝倉市 朝倉市男女共同参画センター 令和2年4月1日 6 0 900 ○ ○

40 229 みやま市

40 230 糸島市
糸島市男女共同参画センター　ラ
ポール

平成22年1月1日 0 3 12,712 ○ ○ ○ ○

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(令　和　2　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称
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常
勤

非
常
勤

広
報
啓
発

講
座

相
談
事
業

情
報
収
集

・
提
供

苦
情
処
理

交
流
促
進

企
業
・
N
P
O

と
の
連
携

国
際
交
流

調
査
研
究

その他

主　　　　な　　　　事　　　　業

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

職員数（人）

設立年月日

男　女　共　同　参　画　・　女　性　の　た　め　の　総　合　的　な　施　設　　(令　和　2　年　4　月　1　日　現　在　で　開　設　済　の　施　設)

予算額
（千円）

名　　称

40 231 那珂川市
那珂川市男女共同参画推進セン
ター

平成23年4月1日 3 0 4,988 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

40 341 宇美町

40 342 篠栗町

40 343 志免町

40 344 須恵町

40 345 新宮町

40 348 久山町

40 349 粕屋町

40 381 芦屋町

40 382 水巻町

40 383 岡垣町

40 384 遠賀町

40 401 小竹町

40 402 鞍手町

40 421 桂川町

40 447 筑前町 筑前町男女共同参画センター 平成24年4月1日 0 3 6,662 ○ ○ ○ ○

40 448 東峰村

40 503 大刀洗町

40 522 大木町

40 544 広川町

40 601 香春町

40 602 添田町

40 604 糸田町

40 605 川崎町

40 608 大任町

40 609 赤村

40 610 福智町

40 621 苅田町

40 625 みやこ町

40 642 吉富町

40 646 上毛町

40 647 築上町



市町村４－３

調査表４－３

市区町村別集計項目（男女共同参画に関する宣言、首長、自治会長等の状況）　

うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

11 29 1 3.4 35 3 8.6 31 0 0.0 29 0 0.0 7,799 745 9.6

40 100 北九州市 1 0 0.0 3 0 0.0 2809 487 17.3

40 130 福岡市 1 0 0.0 3 1 33.3 151 11 7.3

40 202 大牟田市 1 0 0.0 2 0 0.0 322 40 12.4

40 203 久留米市 昭和63年10月1日 久留米女性憲章 1 1 0 0.0 2 0 0.0 665 57 8.6

40 204 直方市 1 0 0.0 1 1 100.0 104 7 6.7

40 205 飯塚市 1 0 0.0 1 0 0.0 278 17 6.1

40 206 田川市 1 0 0.0 1 0 0.0 97 6 6.2

40 207 柳川市 1 0 0.0 1 0 0.0 324 10 3.1

40 210 八女市 平成19年3月24日 八女市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 2 0 0.0 185 1 0.5

40 211 筑後市 1 0 0.0 0 0 75 2 2.7

40 212 大川市 1 0 0.0 1 0 0.0 50 1 2.0

40 213 行橋市 平成17年11月5日 ともに輝く男女共同参画都市　ゆくはし宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 183 7 3.8

40 214 豊前市 1 0 0.0 0 0 126 2 1.6

40 215 中間市 1 0 0.0 1 0 0.0 61 5 8.2

40 216 小郡市 1 0 0.0 1 0 0.0 62 1 1.6

40 217 筑紫野市 平成15年2月16日 筑紫野市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 82 4 4.9

40 218 春日市 平成11年9月24日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 35 1 2.9

40 219 大野城市 平成9年6月18日 男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 27 1 3.7

40 220 宗像市 1 1 100.0 1 0 0.0 143 12 8.4

40 221 太宰府市 1 0 0.0 1 0 0.0 44 2 4.5

40 223 古賀市 1 0 0.0 2 0 0.0 46 3 6.5

40 224 福津市 平成15年9月20日 福津市男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 1 100.0 102 2 2.0

40 225 うきは市 1 0 0.0 1 0 0.0 11 1 9.1

40 226 宮若市 1 0 0.0 1 0 0.0 78 1 1.3

40 227 嘉麻市 1 0 0.0 1 0 0.0 111 9 8.1

40 228 朝倉市 1 0 0.0 1 0 0.0 229 4 1.7

40 229 みやま市 1 0 0.0 1 0 0.0 148 1 0.7

40 230 糸島市 平成28年3月25日 糸島市男女共同参画都市宣言 2 1 0 0.0 1 0 0.0 163 5 3.1

40 231 那珂川市 平成18年11月23日 那珂川町男女共同参画都市宣言 4 1 0 0.0 1 0 0.0 37 2 5.4

40 341 宇美町 1 0 0.0 1 0 0.0 48 2 4.2

40 342 篠栗町 1 0 0.0 1 0 0.0 21 0 0.0

40 343 志免町 1 0 0.0 1 0 0.0 30 4 13.3

40 344 須恵町 1 0 0.0 1 0 0.0 20 0 0.0

40 345 新宮町 1 0 0.0 2 0 0.0 24 0 0.0

40 348 久山町 1 0 0.0 1 0 0.0 8 0 0.0

40 349 粕屋町 1 0 0.0 1 0 0.0 24 0 0.0

40 381 芦屋町 1 0 0.0 1 0 0.0 30 2 6.7

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

福岡県

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

宣

言

の

形

態

宣　　言　　名　　称

宣

言

年

月

日
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うち うち うち うち うち

女
性
市
区
長
数

女
性
副
市
区
長
数

女
性
町
村
長
数

女
性
副
町
村
長
数

女
性
自
治
会
長
数

女
性
比
率

（％）

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

男 女 共 同 参 画 に 関 す る 宣 言 首　　長　、　自　　治　　会　　長　　等　　の　　状　　況

女
性
比
率

（％）

副

町

村

長

数

女
性
比
率

（％）

女
性
比
率

（％）

自

治

会

長

数

副

市

区

長

数

都

道

府

県

コ

ー

ド

市

区

町

村

コ

ー

ド

市

区

町

村

名

市

区

長

数

宣

言

の

形

態

宣　　言　　名　　称

宣

言

年

月

日

40 382 水巻町 1 0 0.0 1 0 0.0 31 1 3.2

40 383 岡垣町 1 0 0.0 1 0 0.0 55 6 10.9

40 384 遠賀町 1 0 0.0 1 0 0.0 23 4 17.4

40 401 小竹町 1 0 0.0 0 0 18 1 5.6

40 402 鞍手町 1 0 0.0 0 0 42 1 2.4

40 421 桂川町 1 0 0.0 1 0 0.0 35 0 0.0

40 447 筑前町 1 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0

40 448 東峰村 1 0 0.0 1 0 0.0 15 1 6.7

40 503 大刀洗町 1 0 0.0 1 0 0.0 25 0 0.0

40 522 大木町 1 0 0.0 1 0 0.0 49 0 0.0

40 544 広川町 1 0 0.0 1 0 0.0 34 1 2.9

40 601 香春町 1 0 0.0 1 0 0.0 44 1 2.3

40 602 添田町 1 0 0.0 1 0 0.0 33 0 0.0

40 604 糸田町 1 0 0.0 1 0 0.0 20 2 10.0

40 605 川崎町 1 0 0.0 1 0 0.0 42 3 7.1

40 608 大任町 1 0 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0

40 609 赤村 1 0 0.0 1 0 0.0 7 0 0.0

40 610 福智町 1 0 0.0 1 0 0.0 83 7 8.4

40 621 苅田町 平成17年12月4日 苅田町男女共同参画都市宣言 1 1 0 0.0 1 0 0.0 48 1 2.1

40 625 みやこ町 1 0 0.0 1 0 0.0 113 2 1.8

40 642 吉富町 1 0 0.0 0 0 20 0 0.0

40 646 上毛町 1 0 0.0 1 0 0.0 41 0 0.0

40 647 築上町 平成19年6月5日 男女共同参画推進宣言の町 2 1 0 0.0 1 0 0.0 66 4 6.1

＜選択肢回答＞
男女共同参画に関する宣言
　宣言の形態

１　首長声明
２　議会の議決
３　庁内連絡会議の決定
４　その他



市町村４－４

調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No1

1 2 令和2年5月1日 3

うち うち うち うち うち うち うち うち

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

を

含

む

数

女

性

委

員

等

数

女

性

委

員

数女

性

委

員

数女

性

委

員

合計（広域を含む） 1,905 1,706 23,610 7,995 33.9 1,719 1,545 21,264 6,988 32.9 334 224 1,995 398 19.9 1,116 190 17.0 1,297 213 16.4

小計（広域を除く） 1,706 1,532 20,283 6,669 32.9 328 224 1,976 398 20.1

40 100 北九州市

付属機関等
ごとに男女
比率の均等
を目指し全
体で50％以
上を目指す

令和5年度 82 82 1,447 769 53.1

法律または法令により設置されている審議会等、条例、規則等により
設置されている会議等

60 60 1,217 635 52.2 6 5 107 24 22.4 54 23 42.6 55 23 41.8 3 令和2年7月1日 3 令和2年7月1日 3 令和2年7月1日

40 130 福岡市 40 令和2年8月 71 71 1,571 555 35.3
法律・法令及び条例に基づき設置されている審議会等（行政委員会
を除く）

77 77 1,691 582 34.4 6 5 100 20 20.0 68 10 14.7 69 10 14.5 3 令和2年8月1日 3 令和2年8月1日 3 令和2年8月1日

40 202 大牟田市 42 令和5年3月 47 42 485 159 32.8
地方自治法第２０２条の３(法令・条例)に基づいて設置されている審
議会等 47 42 485 159 32.8 6 3 31 5 16.1 35 5 14.3 36 5 13.9 1 1 1

40 203 久留米市 50 令和2年4月 100 100 1,524 685 44.9
附属機関並びに要綱及び規定により設置された審議会、委員会、協
議会、その他の審議会、研究、審議、協議等の為の機関

77 77 1,143 502 43.9 5 4 44 11 25.0 45 9 20.0 46 9 19.6 1 1 1

40 204 直方市 40 令和5年3月 48 42 614 215 35.0 地方自治法第202条の3／第180条の5その他の審議会・委員会 37 33 451 155 34.4 6 5 37 7 18.9 33 6 18.2 34 6 17.6 1 1 1

40 205 飯塚市 40 令和4年3月 84 79 1,495 502 33.6
法律により設置されている委員及び条例・規則等により設置されてい
る会議等

78 73 911 285 31.3 6 5 41 11 26.8 36 8 22.2 37 8 21.6 1 1 1

40 206 田川市 35 令和4年3月 36 34 367 94 25.6 法令、条例により設置されている審議会等 36 34 367 94 25.6 6 5 34 7 20.6 28 3 10.7 29 3 10.3 1 1 1
40 207 柳川市 30 令和4年3月 34 32 476 113 23.7 柳川市及び柳川市が事務局を持っている審議会等 33 29 449 111 24.7 6 3 55 5 9.1 27 2 7.4 28 2 7.1 1 1 1

40 210 八女市 40 令和3年3月 41 36 570 158 27.7
地方自治法第180条の5に基づく委員会等及び第202条の3に基づく審
議会等 35 32 485 150 30.9 6 4 85 8 9.4 25 7 28.0 26 7 26.9 1 1 1

40 211 筑後市 35 令和5年3月 29 29 346 118 34.1 地方自治法第２０２条の３ 29 29 346 118 34.1 6 5 26 7 26.9 26 3 11.5 27 3 11.1 1 1 1
40 212 大川市 35 令和3年3月 15 13 167 47 28.1 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 15 13 167 47 28.1 6 4 30 5 16.7 1 1 1
40 213 行橋市 40 令和6年4月 62 46 711 242 34.0 法律・条例・規則・規約等に基づき設置された審議会等 9 6 108 19 17.6 6 3 29 4 13.8 28 4 14.3 29 4 13.8 3 平成31年4月1日 3 平成31年4月1日 3 平成31年4月1日
40 214 豊前市 30 令和5年3月 23 19 235 65 27.7 地方自治法第202条の3に基づく審議会等 23 19 235 65 27.7 6 3 28 4 14.3 16 2 12.5 17 2 11.8 1 1 1
40 215 中間市 30 25 431 152 35.3 5 5 26 8 30.8 31 6 19.4 32 6 18.8 1 1 1
40 216 小郡市 40 令和6年3月 27 24 282 102 36.2 地方自治法第２０２条の３に基づく審議会等 29 26 317 110 34.7 6 5 42 10 23.8 20 4 20.0 21 4 19.0 1 1 1
40 217 筑紫野市 40 令和10年3月 44 41 553 161 29.1 法令条例及び規則・要綱によるもの 36 34 410 142 34.6 5 4 36 7 19.4 25 4 16.0 26 4 15.4 1 1 1
40 218 春日市 40 令和3年3月 27 21 282 78 27.7 休止されていないすべての審議会 9 7 116 23 19.8 5 4 23 9 39.1 20 1 5.0 1 1 1

40 219 大野城市 40 令和2年3月 53 52 767 326 42.5
合議制の審議会（宛職の職員のみで構成されている審議会、広域の
審議会、地方自治法180条の5による執行機関を除く）

32 31 319 133 41.7 5 5 26 6 23.1 30 6 20.0 31 6 19.4 2 2 2

40 220 宗像市 50 令和3年3月 38 37 385 139 36.1
市の各種審議会等（地方自治法に基づく審議会等、広域のものを除
く） 38 37 385 139 36.1 6 4 28 7 25.0 39 10 25.6 40 11 27.5 1 1 1

40 221 太宰府市 40 令和4年4月 47 41 473 123 26.0 地方自治法第１８０条の５、第２０２条の３に基づく審議会等 39 35 399 101 25.3 5 4 27 5 18.5 31 7 22.6 32 7 21.9 1 1 1

40 223 古賀市 40 令和4年3月 60 52 664 281 42.3
地方自治法180条の5に基づく委員会、202条の3に基づく審議会及び
条例、要綱、規定等に基づく委員会等

25 23 256 95 37.1 5 3 34 6 17.6 0 0 0 0 1 1 1

40 224 福津市 48 48 570 249 43.7 6 5 28 8 28.6 25 7 28.0 26 7 26.9 1 1 1
40 225 うきは市 35 令和8年3月 35 35 423 153 36.2 地方自治法第202条の3 35 35 423 153 36.2 6 6 33 10 30.3 34 8 23.5 35 8 22.9 1 1 1
40 226 宮若市 18 14 145 38 26.2 6 3 31 5 16.1 1 1 1
40 227 嘉麻市 40 令和4年3月 44 43 508 192 37.8 附属機関 44 43 508 192 37.8 6 5 31 8 25.8 26 8 30.8 1 1 1

40 228 朝倉市 35 令和4年3月 63 52 1,017 325 32.0
地方自治法第２０２条の３、１８０条の５、その他要綱・規定等で設置し
ている朝倉市の審議会等

24 20 254 80 31.5 6 3 38 3 7.9 13 2 15.4 14 2 14.3 1 1 1

40 229 みやま市 30 令和3年3月 37 31 384 98 25.5
地方自治法（第202条の3）及び地方自治法（第180条の5）に基づく委
員会等

31 26 349 90 25.8 6 5 35 8 22.9 15 1 6.7 16 1 6.3 1 1 1

40 230 糸島市 40 令和3年3月 32 30 396 127 32.1 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 32 30 396 127 32.1 6 5 35 8 22.9 42 6 14.3 1 1 1

40 231 那珂川市 30
期限は設けて

いない
41 38 471 153 32.5 180条の2、202条の3、要綱等の審議会等 33 31 414 129 31.2 5 4 22 7 31.8 24 5 20.8 25 5 20.0 1 1 1

40 341 宇美町 30 令和5年3月 24 18 214 53 24.8 地方自治法第202条の3に該当する審議会 24 18 214 53 24.8 5 1 28 2 7.1 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1
40 342 篠栗町 30 令和4年3月 17 11 160 35 21.9 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 17 11 160 35 21.9 5 2 28 5 17.9 28 0 0.0 29 0 0.0 1 1 1
40 343 志免町 40 令和7年3月 24 23 234 79 33.8 法律・条例などにより運用される審議会（地方自治法202条の3） 24 23 234 79 33.8 5 4 28 7 25.0 29 10 34.5 30 10 33.3 1 1 1
40 344 須恵町 15 12 139 26 18.7 5 2 22 3 13.6 13 1 7.7 14 1 7.1 1 1 1

40 345 新宮町
27.5以上

（平成30年
度以上）

令和6年3月 19 12 256 64 25.0

地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等

19 12 256 64 25.0 5 3 24 6 25.0 1 1 1

40 348 久山町 40 令和3年 10 7 67 18 26.9 特になし 10 7 67 18 26.9 5 2 25 4 16.0 0 0 0 0 2 2 2
40 349 粕屋町 50 令和7年3月 28 24 272 87 32.0 地方自治法第202条の3及び規則・要項に基づく審議会等 21 17 211 55 26.1 5 3 27 6 22.2 20 4 20.0 1 1 1
40 381 芦屋町 30 令和5年3月 31 26 348 77 22.1 すべて 31 26 348 77 22.1 5 3 21 4 19.0 20 0 0.0 21 0 0.0 1 1 1

40 382 水巻町 35 令和11年3月 45 41 503 155 30.8
地方自治法の規定に基づかないものも含むすべて

36 33 442 133 30.1 5 4 25 6 24.0 25 3 12.0 26 3 11.5 1 1 1

40 383 岡垣町 35 令和3年3月 57 54 811 283 34.9 地方自治法に含まないものもすべて 31 29 298 107 35.9 5 4 25 6 24.0 18 4 22.2 19 4 21.1 1 1 1
40 384 遠賀町 40 令和7年3月 37 35 313 119 38.0 地方自治法（第202条の3）に基づく審議会等（広域審議会を除く） 37 35 313 119 38.0 4 3 26 5 19.2 1 1 1

40 401 小竹町 40 令和6年3月 29 26 242 80 33.1 地方自治法第１８０条の５及び地方自治法第２０２条の３に該当する
審議会

24 23 222 74 33.3 5 3 20 6 30.0 22 2 9.1 23 2 8.7 1 1 1

40 402 鞍手町 40 令和6年3月 31 28 314 81 25.8 地方自治法第202条の３に基づく審議会等 31 28 314 81 25.8 5 2 26 3 11.5 1 1 1
40 421 桂川町 40 令和3年3月 14 11 134 29 21.6 未定 8 7 104 22 21.2 6 4 31 7 22.6 22 4 18.2 23 4 17.4 1 1 1
40 447 筑前町 40 令和3年3月 31 29 424 173 40.8 普通地方公共団体の執行機関の付属機関 30 28 409 167 40.8 5 4 32 8 25.0 14 2 14.3 15 2 13.3 1 1 1

40 448 東峰村 30 令和2年4月 16 10 147 19 12.9
法律により設置されている委員会等、条例により設置されている審議
会等

16 10 147 19 12.9 5 3 24 4 16.7 8 0 0.0 9 0 0.0 1 1 1

40 503 大刀洗町 40 令和11年3月 22 17 200 57 28.5 町が設置する全ての審議会・委員会 5 5 54 15 27.8 5 4 34 5 14.7 19 2 10.5 20 2 10.0 1 1 1
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40 522 大木町 30 令和5年3月 23 22 223 78 35.0
法律により設置されている審議会等（地方自治法第180条の5、202条
の3） 17 17 189 69 36.5 6 5 34 9 26.5 28 9 32.1 29 9 31.0 1 1 1

40 544 広川町 30 目標期限なし 28 25 284 70 24.6
地方自治法第202条の3及び180条の5並びに町で規則・要綱等で設
置している町の諮問等に対して調停・審査を行う審議会等。

16 15 151 41 27.2 6 4 30 5 16.7 22 1 4.5 23 1 4.3 1 1 1

40 601 香春町 24 14 238 45 18.9 5 3 21 4 19.0 7 0 0.0 8 0 0.0 1 1 1
40 602 添田町 26 令和4年3月 32 20 252 47 18.7 条例・規則等により設置されている懇願会、会議等 32 20 252 47 18.7 6 4 35 6 17.1 8 0 0.0 9 1 11.1 1 1 1
40 604 糸田町 30 令和6年3月 11 10 61 22 36.1 条例で規定され、報酬等がしはられる市議会等に限る。 15 14 125 36 28.8 5 3 28 7 25.0 3 平成31年4月1日 3 平成31年4月1日 3 平成31年4月1日
40 605 川崎町 30 令和2年3月 16 14 115 26 22.6 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 16 14 115 26 22.6 5 4 26 7 26.9 9 1 11.1 10 1 10.0 1 1 1
40 608 大任町 8 2 74 7 9.5 5 0 22 0 0.0 13 0 0.0 14 0 0.0 1 1 1
40 609 赤村 9 7 75 17 22.7 5 4 22 6 27.3 11 0 0.0 1 1 1
40 610 福智町 21 令和4年 21 19 227 51 22.5 地方自治法（第２０２条の３）に基づく審議会等 7 7 91 22 24.2 6 4 29 5 17.2 16 2 12.5 1 1 1
40 621 苅田町 30 令和4年3月 32 27 375 91 24.3 地方自治法(第202条の3)に基づく審議会(広域を除く) 32 27 375 91 24.3 5 3 21 4 19.0 24 2 8.3 25 2 8.0 1 1 1
40 625 みやこ町 11 9 128 30 23.4 5 3 30 7 23.3 15 1 6.7 16 1 6.3 1 1 1
40 642 吉富町 40 令和6年3月 27 27 298 92 30.9 地方自治法に基づく町の附属機関 27 27 298 92 30.9 6 5 30 9 30.0 17 2 11.8 18 2 11.1 1 1 1
40 646 上毛町 25 令和6年3月 19 12 145 23 15.9 法律、政令、町条例に基づく審議会等 13 10 115 21 18.3 6 2 30 2 6.7 12 0 0.0 13 0 0.0 1 1 1
40 647 築上町 40 令和4年3月 41 36 378 106 28.0 地方自治法（第202条の3） 41 36 378 106 28.0 6 5 30 7 23.3 16 2 12.5 17 2 11.8 3 令和2年7月10日 3 令和2年7月10日 3 令和2年7月10日
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調査表４－４

市区町村別集計項目（審議会委員への女性の登用）No2（広域圏で設置している審議会等）
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審議会等における登用状況

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

総
委
員
数

（内数）
　　市町村防災会議
       (会長を含む)

目
標
値

（％）

目
標
年
度

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

女
性
比
率

（％）

地方自治法(第180条の５）に基づく
委員会等における登用状況

（内数）
　　市町村防災会議
        (委員のみ）

女
性
比
率

（％）

審
議
会
等
数

総
委
員
数

水巻町 0 0 0 0 0 0 0 0

岡垣町 0 0 0 0 0 0 0 0

遠賀町 1 1 72 25 34.7 0 0 0 0

小竹町 0 0 0 0 0 0 0 0

鞍手町 0 0 0 0 0 0 0 0

桂川町 0 0 0 0 0 0 0 0

筑前町 1 1 15 6 40.0 0 0 0 0

東峰村 0 0 0 0 0 0 0 0

大刀洗町 0 0 0 0 0 0 0 0

大木町 0 0 0 0 0 0 0 0

広川町 0 0 0 0 0 0 0 0

香春町 0 0 0 0 0 0 0 0

添田町 0 0 0 0 0 0 0 0

糸田町 0 0 0 0 0 0 0 0

川崎町 0 0 0 0 0 0 0 0

大任町 0 0 0 0 0 0 0 0

赤村 0 0 0 0 0 0 0 0

福智町 0 0 0 0 0 0 0 0

苅田町 1 1 99 30 30.3 1 0 3 0 0.0

みやこ町 0 0 0 0 0 0 0 0

吉富町 0 0 0 0 0 0 0 0

上毛町 0 0 0 0 0 0 0 0

築上町 0 0 0 0 0 0 0 0



市町村４－４（3）

調査表４－４

市区町村別集計項目（女性公務員の登用）No3

1 2 3

うち うち うち うち うち うち

管
理
職
数

女
性

うち
女理
性職
管数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

女
性
数

うち
女
性
数

3,314 476 14.4 2,831 394 13.9 570 65 11.4 493 51 10.3 63 5 7.9 52 3 5.8 2,681 406 15.1 2,286 340 14.9 1,171 307 26.2 950 215 22.6 7,117 1,949 27.4 5,650 1,481 26.2

40 100 北九州市 661 80 12.1 590 72 12.2 166 18 10.8 151 16 10.6 0 0 0 0 495 62 12.5 439 56 12.8 1456 300 20.6 1239 230 18.6 1

40 130 福岡市 699 111 15.9 556 86 15.5 167 24 14.4 134 16 11.9 532 87 16.4 422 70 16.6 1924 490 25.5 1471 422 28.7 2

40 202 大牟田市 105 9 8.6 90 8 8.9 13 1 7.7 12 1 8.3 15 1 6.7 13 1 7.7 77 7 9.1 65 6 9.2 25 2 8.0 19 2 10.5 212 47 22.2 141 38 27.0 1

40 203 久留米市 252 38 15.1 214 27 12.6 30 6 20.0 26 4 15.4 40 4 10.0 33 2 6.1 182 28 15.4 155 21 13.5 240 57 23.8 197 41 20.8 558 190 34.1 402 113 28.1 1

40 204 直方市 43 6 14.0 33 5 15.2 7 1 14.3 6 1 16.7 1 0 0.0 0 0 35 5 14.3 27 4 14.8 0 0 0 0 86 15 17.4 63 13 20.6 1

40 205 飯塚市 75 7 9.3 69 6 8.7 11 1 9.1 10 1 10.0 4 0 0.0 3 0 0.0 60 6 10.0 56 5 8.9 58 15 25.9 47 8 17.0 154 57 37.0 134 45 33.6 1

40 206 田川市 38 4 10.5 32 4 12.5 6 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 32 4 12.5 28 4 14.3 47 7 14.9 36 5 13.9 80 21 26.3 46 7 15.2 1

40 207 柳川市 51 3 5.9 41 3 7.3 9 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0 0 42 3 7.1 34 3 8.8 31 5 16.1 26 4 15.4 84 11 13.1 60 7 11.7 1

40 210 八女市 45 6 13.3 42 6 14.3 8 0 0.0 7 0 0.0 37 6 16.2 35 6 17.1 85 26 30.6 73 20 27.4 108 39 36.1 85 28 32.9 1

40 211 筑後市 36 9 25.0 28 7 25.0 6 1 16.7 4 1 25.0 30 8 26.7 24 6 25.0 10 2 20.0 9 1 11.1 67 18 26.9 53 17 32.1 1

40 212 大川市 24 1 4.2 21 1 4.8 24 1 4.2 21 1 4.8 33 5 15.2 31 4 12.9 31 6 19.4 25 4 16.0 1

40 213 行橋市 68 7 10.3 57 7 12.3 12 0 0.0 10 0 0.0 0 0 0 0 56 7 12.5 47 7 14.9 1 1 100.0 1 1 100.0 101 10 9.9 84 10 11.9 1

40 214 豊前市 21 6 28.6 18 4 22.2 4 1 25.0 4 1 25.0 17 5 29.4 14 3 21.4 11 1 9.1 10 0 0.0 58 20 34.5 49 16 32.7 1

40 215 中間市 46 5 10.9 33 3 9.1 10 0 0.0 7 0 0.0 0 0 0 0 36 5 13.9 26 3 11.5 21 3 14.3 9 1 11.1 84 14 16.7 58 8 13.8 1

40 216 小郡市 45 9 20.0 43 9 20.9 7 0 0.0 7 0 0.0 38 9 23.7 36 9 25.0 2 1 50.0 1 0 0.0 88 30 34.1 78 22 28.2 1

40 217 筑紫野市 49 14 28.6 40 9 22.5 8 1 12.5 7 0 0.0 41 13 31.7 33 9 27.3 9 3 33.3 4 0 0.0 65 13 20.0 53 8 15.1 1

40 218 春日市 48 12 25.0 43 10 23.3 9 1 11.1 9 1 11.1 39 11 28.2 34 9 26.5 43 15 34.9 38 13 34.2 35 10 28.6 31 8 25.8 1

40 219 大野城市 63 11 17.5 63 11 17.5 11 0 0.0 11 0 0.0 0 0 0 0 52 11 21.2 52 11 21.2 0 0 0 0 89 17 19.1 89 17 19.1 1

40 220 宗像市 75 8 10.7 64 7 10.9 20 2 10.0 18 1 5.6 55 6 10.9 46 6 13.0 21 7 33.3 20 7 35.0 101 36 35.6 86 32 37.2 1

40 221 太宰府市 47 6 12.8 37 3 8.1 11 1 9.1 8 1 12.5 36 5 13.9 29 2 6.9 75 21 28.0 57 11 19.3 56 26 46.4 34 11 32.4 1

40 223 古賀市 37 5 13.5 33 5 15.2 6 1 16.7 6 1 16.7 0 0 0 0 31 4 12.9 27 4 14.8 9 3 33.3 7 2 28.6 66 26 39.4 57 22 38.6 1

40 224 福津市 40 10 25.0 40 10 25.0 9 4 44.4 9 4 44.4 31 6 19.4 31 6 19.4 15 6 40.0 15 6 40.0 66 28 42.4 49 22 44.9 1

40 225 うきは市 21 3 14.3 19 3 15.8 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 20 3 15.0 18 3 16.7 1 0 0.0 1 0 0.0 52 20 38.5 43 15 34.9 1

40 226 宮若市 28 4 14.3 25 3 12.0 1 0 0.0 1 0 0.0 27 4 14.8 24 3 12.5 13 1 7.7 10 1 10.0 49 14 28.6 42 10 23.8 1

40 227 嘉麻市 39 8 20.5 37 8 21.6 1 0 0.0 1 0 0.0 0 0 0 0 38 8 21.1 36 8 22.2 32 12 37.5 31 12 38.7 70 26 37.1 59 21 35.6 1

40 228 朝倉市 47 7 14.9 40 7 17.5 8 1 12.5 8 1 12.5 0 0 0 0 39 6 15.4 32 6 18.8 4 0 0.0 3 0 0.0 103 36 35.0 82 23 28.0 1

40 229 みやま市 39 6 15.4 35 6 17.1 8 0 0.0 7 0 0.0 31 6 19.4 28 6 21.4 17 5 29.4 14 5 35.7 63 18 28.6 55 18 32.7 1

40 230 糸島市 57 4 7.0 49 4 8.2 13 1 7.7 11 1 9.1 0 0 0 0 44 3 6.8 38 3 7.9 52 10 19.2 47 10 21.3 144 33 22.9 123 33 26.8 1

40 231 那珂川市 33 5 15.2 28 3 10.7 5 0 0.0 4 0 0.0 0 0 0 0 28 5 17.9 24 3 12.5 14 6 42.9 11 4 36.4 43 11 25.6 37 6 16.2 1

40 341 宇美町 17 2 11.8 13 0 0.0 17 2 11.8 13 0 0.0 22 8 36.4 16 5 31.3 41 15 36.6 29 8 27.6 1

40 342 篠栗町 17 0 0.0 14 0 0.0 17 0 0.0 14 0 0.0 22 6 27.3 19 6 31.6 41 20 48.8 28 12 42.9 1

40 343 志免町 18 6 33.3 14 5 35.7 18 6 33.3 14 5 35.7 15 5 33.3 8 1 12.5 39 15 38.5 28 8 28.6 1

40 344 須恵町 13 2 15.4 10 2 20.0 3 0.0 3 0.0 10 2 20.0 7 2 28.6 24 12 50.0 18 8 44.4 31 13 41.9 23 6 26.1 1

40 345 新宮町 16 3 18.8 14 3 21.4 16 3 18.8 14 3 21.4 8 1 12.5 6 0 0.0 36 16 44.4 23 10 43.5 1

40 348 久山町 13 3 23.1 11 3 27.3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 23.1 11 3 27.3 15 6 40.0 11 3 27.3 26 14 53.8 19 9 47.4 2

40 349 粕屋町 22 3 13.6 18 3 16.7 3 0 0.0 3 0 0.0 0 0 0 0 19 3 15.8 15 3 20.0 9 7 77.8 1 0 0.0 54 27 50.0 36 14 38.9 1

40 381 芦屋町 18 3 16.7 14 3 21.4 18 3 16.7 14 3 21.4 3 0 0.0 2 0 0.0 40 6 15.0 30 4 13.3 1

40 382 水巻町 19 3 15.8 19 2 10.5 19 3 15.8 19 2 10.5 10 5 50.0 7 3 42.9 31 8 25.8 24 6 25.0 1

40 383 岡垣町 19 2 10.5 17 2 11.8 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 10.5 17 2 11.8 12 5 41.7 9 4 44.4 25 4 16.0 17 3 17.6 1

40 384 遠賀町 14 2 14.3 13 2 15.4 14 2 14.3 13 2 15.4 33 9 27.3 32 9 28.1 1

40 401 小竹町 12 2 16.7 10 2 20.0 12 2 16.7 10 2 20.0 4 1 25.0 3 1 33.3 43 19 44.2 29 12 41.4 1

40 402 鞍手町 12 2 16.7 9 2 22.2 12 2 16.7 9 2 22.2 5 2 40.0 2 0 0.0 43 17 39.5 38 14 36.8 1

40 421 桂川町 15 2 13.3 10 1 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 13.3 10 1 10.0 2 0 0.0 1 0 0.0 27 12 44.4 20 8 40.0 1

40 447 筑前町 20 5 25.0 16 3 18.8 20 5 25.0 16 3 18.8 16 5 31.3 14 3 21.4 40 16 40.0 38 14 36.8 1

40 448 東峰村 10 1 10.0 10 1 10.0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 10.0 10 1 10.0 5 2 40.0 5 2 40.0 13 2 15.4 13 2 15.4 1

40 503 大刀洗町 15 6 40.0 13 4 30.8 15 6 40.0 13 4 30.8 26 11 42.3 22 10 45.5 1

40 522 大木町 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 9 2 22.2 7 0 0.0 20 9 45.0 19 8 42.1 1

40 544 広川町 13 1 7.7 12 1 8.3 13 1 7.7 12 1 8.3 6 0 0.0 6 0 0.0 29 7 24.1 25 3 12.0 1

40 601 香春町 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 11 1 9.1 7 0 0.0 7 0 0.0 37 12 32.4 33 8 24.2 1

40 602 添田町 14 0 0.0 13 0 0.0 14 0 0.0 13 0 0.0 15 6 40.0 12 4 33.3 31 9 29.0 30 8 26.7 1

40 604 糸田町 18 4 22.2 11 1 9.1 18 4 22.2 11 1 9.1 19 3 15.8 16 3 18.8 33 20 60.6 21 10 47.6 3 平成31年4月1日

40 605 川崎町 22 3 13.6 22 3 13.6 22 3 13.6 22 3 13.6 46 16 34.8 46 16 34.8 1

40 608 大任町 7 0 0.0 6 0 0.0 7 0 0.0 6 0 0.0 8 3 37.5 7 3 42.9 8 1 12.5 7 1 14.3 1
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40 609 赤村 5 0 0.0 5 0 0.0 5 0.0 5 0.0 5 3 60.0 5 3 60.0 8 0 0.0 8 0 0.0 1

40 610 福智町 19 2 10.5 17 2 11.8 19 2 10.5 17 2 11.8 3 0 0.0 2 0 0.0 47 15 31.9 42 13 31.0 1

40 621 苅田町 26 3 11.5 21 3 14.3 26 3 11.5 21 3 14.3 32 6 18.8 26 5 19.2 50 11 22.0 37 8 21.6 1

40 625 みやこ町 18 0 0.0 16 0 0.0 18 0.0 16 0.0 11 3 27.3 8 1 12.5 45 11 24.4 37 7 18.9 1

40 642 吉富町 15 5 33.3 10 2 20.0 15 5 33.3 10 2 20.0 17 8 47.1 12 4 33.3 1

40 646 上毛町 13 0 0.0 12 0 0.0 13 0 0.0 12 0 0.0 24 5 20.8 20 4 20.0 1

40 647 築上町 20 5 25.0 19 5 26.3 20 5 25.0 19 5 26.3 15 2 13.3 15 2 13.3 40 19 47.5 36 16 44.4 3 令和2年7月10日



市町村４－５

調査表４－５

市区町村別集計項目（市区町村議会の議員の両立支援体制に関する調査） 福岡県

1 令和2年4月1日 2 令和2年5月1日 3

問12-1 問12-2 問12-3 問12-4 問12-6 問12-7 問12-8 問12-9 問12-10 問12-11 問12-12

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はないが、
運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

1の合計 49 2 0 8 1 0 0 0 7 6 1 4 0 0

2の合計 1 47 1 40 11 10 18 14 35 14 7 2 1 6

3の合計 0 48 1 3 3 3 3 1 2 2 1 0 0

4の合計 10 45 47 39 43 17 34 50 53 59 54

40 100 北九州市 北九州市議会 1 1 3 1 4 4 4 4 1 4

北九州市議会会議規則

第２条　議員は疾病、出産その他の事故のため出席できないとき
は、その理由をつけ、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。

2 2 4 2

乳幼児連れの方などを対象とし
た防音仕様で、ベビーシートや
おもちゃを備えた、特別傍聴室
がある。

1

40 130 福岡市 福岡市議会 1 1 3 2 4 4 4 4 1

福岡市議会会議規則

第２条　議員は、疾病、出産その他事故のため出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。

2 4 4 4 1

40 202 大牟田市 大牟田市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 203 久留米市 久留米市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 1 4

久留米市議会会議規則

（欠席の届出）
第2条　議員は、疾病、出産その他の事故のため出席できないとき
は、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なけれ
ばならない。

3 4 4 4 2

40 204 直方市 直方市議会 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 205 飯塚市 飯塚市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 206 田川市 田川市議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1

40 207 柳川市 柳川市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 210 八女市 八女市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2

40 211 筑後市 筑後市議会 1 2 3 2 2 4 2 2 2 4 4 4 2 1

40 212 大川市 大川市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 1

40 213 行橋市 行橋市議会 4 4 4 4 4 2 1

行橋市議会会議規則

第1章　会議
第1節　総則
（欠席の届出）
第２条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付
け、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。

4 4 4 4 1

40 214 豊前市 豊前市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 215 中間市 中間市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1

40 216 小郡市 小郡市議会 1 2 3 1 4 4 4 4 1 4

小郡市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

第2条第2項
前項の規定にかかわらず、議員が傷病によりその職務を執行する
ことができないと医師の証明に基づき議長が認めたときは、認めた
日から1年に達する日の属する月までは議員報酬の全額を支給し、
1年に達する日の属する月の翌月以降の議員報酬から100分の50
を減額する。

4 4 4 4 1

40 217 筑紫野市 筑紫野市議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

40 218 春日市 春日市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 2

40 219 大野城市 大野城市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 1

40 220 宗像市 宗像市議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 1

40 221 太宰府市 太宰府市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 1

太宰府市議会会議規則

第2条第1項
議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の
開議時刻までに議長に届け出なければならない。

4 4 4 4 1

40 223 古賀市 古賀市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 1

古賀市議会議員の通称名等の使用取扱要綱

第2条　議員は、次の各号に掲げる場合において、各号に定める通
称名等を使用することができる。（１）公職選挙法施行例（昭和25年
政令第89号）第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規
定により認定を受けた場合、当該認定を受けた通称名（２）氏名に
用いれている漢字のうち常用漢字表（平成22年内閣告示第2号）に
掲げる通用字体（括弧書きが添えられているものについては、括弧
の外のものをいう。）又は戸籍法施行規則（昭和22年司法省令第94
号）別表第2に掲げる字体と異なる字体によって記載されているもの
がある場合、通用字体以外の字体をその対応する通用字体に変更
した氏名（３）婚姻、養子縁組等の事由により氏に変更があった場
合、氏の変更前の氏

4 4 4 1

40 224 福津市 福津市議会 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 1

40 225 うきは市 うきは市議会 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

40 226 宮若市 宮若市議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 227 嘉麻市 嘉麻市議会 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1

40 228 朝倉市 朝倉市議会 1 2 3 3 4 4 4 4 1 1

朝倉市議会会議規則第2条

第2条　議員は疾病、出産その他の事故のため欠席、遅刻又は早
退するとき、その理由を付け、事前に議長に届け出なければならな
い。

2 4 4 4 1

40 229 みやま市 みやま市議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2

40 230 糸島市 糸島市議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

40 231 那珂川市 那珂川市議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 4 4 4 4 1

40 341 宇美町 宇美町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 1

40 342 篠栗町 篠栗町議会 1 2 3 2 4 4 4 2 2 2 4 4 4 4 1

調査時点コード その他
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問12-5

議員の出産を欠席事由とし
て明記した規定（産休を含
む）があるか。１～４のいず
れか一つを選択してくださ
い。

問12-1で、１．を選択
した場合
「欠席事由として明記
した規定」はいつ制定
されましたか。１～２
のうちいずれか一つ
を選択してください。

問12-1で、１．.を選択し
た場合、
取得することが可能な
休業期間は、次のうち
どれに当てはまります
か。

問12-1で、１．.を
選択した場合、
休暇の期間の報
酬について、減
額の規定はあり
ますか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問12-5で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問12-7で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。



市町村４－５

問12-1 問12-2 問12-3 問12-4 問12-6 問12-7 問12-8 問12-9 問12-10 問12-11 問12-12

議　　会　　名

１．明記した規定がある
２．明記した規定はないが、
　　運用上認めている
３．明記した規定が無く、
　　運用上も認めていない
４．明記した規定が無く、
　　過去に事例が無い

１．平成26年度以前
２．平成27年度以降

１．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間よりも短い。
２．労働基準法65条の
産前産後の就業制限の
期間以上である。
３．期間の定めはない。

１．あり
２．なし
３．その他

配偶者
の

出産
育児

家族の
看護

家族の
介護

疾病 その他

１．明記した規定があり、認
めている。
２．明記した規定はないが、
運用上認めている。
３．明記した規定がなく、運
用上も認めていない。
４．明記した規定がなく、過
去に使用した事例も判断し
たこともない。

１．男女共同参画に関する研
修を行っている。
２．セクシュアル・ハラスメント
防止に関する研修を行ってい
る。
３．男女共同参画に関する研
修及びセクシュアル・ハラスメ
ント防止に関する研修の両方
を行っている。
４．行っていない。

１．人員及び場所の設置また
は提供がされている。（臨時
のものも含む）
２．保育に必要な場所の設置
または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし

１．専用の場所が設置されて
いる。（常設）
２．授乳等に必要な場所の設
置または提供がされている。
（臨時のものも含む）
３．設置または提供する予定
である。
４．なし
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問12-5

議員の出産を欠席事由とし
て明記した規定（産休を含
む）があるか。１～４のいず
れか一つを選択してくださ
い。

問12-1で、１．を選択
した場合
「欠席事由として明記
した規定」はいつ制定
されましたか。１～２
のうちいずれか一つ
を選択してください。

問12-1で、１．.を選択し
た場合、
取得することが可能な
休業期間は、次のうち
どれに当てはまります
か。

問12-1で、１．.を
選択した場合、
休暇の期間の報
酬について、減
額の規定はあり
ますか。

議員の仕事と生活の両立の観点からの欠席事由について、
以下の事由について１～４のうちいずれか一つに○をつけ
てください。
　　１．明記した規定がある
　　２．明記した規定はないが、運用上認めている
　　３．明記した規定が無く、運用上も認めていない
　　４．明記した規定が無く、過去に事例が無い

問12-5で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

議会において、通称又は旧
姓の使用を認めています
か。

問12-7で、１．を選択した場合
規則名及び該当部分の条文（本文）を記入してください。

男女共同参画に関する議員
向け研修（セクシュアル・ハラ
スメント防止に関するものを
含む）を行っていますか。

議員の利用することのできる
保育施設等が議会に設置ま
たは提供されていますか。

議員の利用することのできる
授乳室等が議会に設置また
は提供されていますか。

政治分野の男女共同参画の
ために実施していることがあ
ればご記入ください。

40 343 志免町 志免町議会 1 2 3 1 2 2 2 2 2 1

志免町議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

（長期欠席をした場合の議員報酬の減額）
第４条　この条例において、「長期欠席」とは、町議会定例会を欠席
した日から最初に次に掲げる会議のいずれかに出席した日の前日
までの期間が、180日を超えるものをいう。
(１)　町議会定例会及び臨時会の会議
(２)　志免町議会委員会条例（昭和62年志免町条例第23号）第７条
第１項に規定する委員会
(３)　志免町議会会議規則（平成13年志免町議会規則第１号）第
128条第１項に規定する全員協議会
２　長期欠席した議員の議員報酬の月額は、長期欠席の期間が
180日を経過した日の属する月の翌月（その日が月の初日であると
きは、その日の属する月）から出席した日の属する月（その日が月
の初日であるときは、その日の属する月の前月）までの間、前条に
規定する議員報酬の月額に別表第１の左欄に掲げる支給月の初
日の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める割合を乗じて得た額
とする。
３　長期欠席の事由が次に掲げる事由のいずれかに該当する場合
は、前項の規定は適用しない。
(１)　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する
条例（昭和42年志免町条例第84号）第３条第２項の規定により議長
が公務又は通勤により生じたものであると認定した災害
(２)　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
（平成10年法律第114号）第18条第１項に規定する患者又は無症状
病原体保有者であること。

2 4 4 4 1

40 344 須恵町 須恵町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 345 新宮町 新宮町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

40 348 久山町 久山町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2

40 349 粕屋町 粕屋町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 1

40 381 芦屋町 芦屋町議会 1 2 3 2 4 4 2 4 2 2 3 4 4 4 2

40 382 水巻町 水巻町議会 1 2 3 1 4 4 4 4 2 1

水巻町議会会議規則　第2条第1項


議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の
開議時刻までに議長に届け出なければならない。				

4 4 4 2 2

40 383 岡垣町 岡垣町議会 1 2 3 2 4 4 2 2 2 4 4 1 4 4 1

40 384 遠賀町 遠賀町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 1

40 401 小竹町 小竹町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 402 鞍手町 鞍手町議会 1 2 3 2 1 4 4 4 2 4

鞍手町議会会議規則

（欠席の届出）
第２条
２　議員が出産のため出席できないときは、日数を定め、あらかじ
め議長に欠席届を提出することができる。

4 4 4 4 1

40 421 桂川町 桂川町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 447 筑前町 筑前町議会 1 2 3 1 2 2 2 2 1 4

筑前町議会会議規則

第２条　議員は、疾病又は事故のため出席できないときは、その理
由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならな
い

4 4 2 2 1

40 448 東峰村 東峰村議会 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 1

40 503 大刀洗町 大刀洗町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 1

大刀洗町議会　会議規則

第2条　議員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、
当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。2　議員が
出産のため出席できないときは、日数を定めて、あらかじめ議長に
欠席届を提出することができる。

4 4 4 4 1

40 522 大木町 大木町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 1

40 544 広川町 広川町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 601 香春町 香春町議会 1 2 3 2 4 4 2 2 2 2 4 4 4 4 1

40 602 添田町 添田町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

40 604 糸田町 糸田町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 1 2

糸田町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

第３条の２　
４　議員が、任期中の連続する２回の定例会並びにその２回の定
例会の間に開かれる町議会の会議及び委員会の全てを第１項本
文に規定する処分を受けたこと以外の理由により欠席した場合は、
その２回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬
は支給しない。
６　第４項の欠席が公務上の災害、医師の診断書等に基づく病気、
出産その他のやむを得ない事情によるものとして議長が認めるも
のであるときは、同項の規定は適用しない。

4 1 4 4 1

40 605 川崎町 川崎町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 1

40 608 大任町 大任町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 609 赤村 赤村議会 1 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 610 福智町 福智町議会 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

40 621 苅田町 苅田町議会 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 1

40 625 みやこ町 みやこ町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

40 642 吉富町 吉富町議会 1 2 3 2 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 1

40 646 上毛町 上毛町議会 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1

40 647 築上町 築上町議会 1 2 3 2 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 3 令和2年7月10日
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